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左に記載の要件未満の工事は事前調査結果報告

システムの登録は不要です 

G ビズ ID 作成後にログイン 

 

G ビズ ID を作成していない方はこちらをクリック 
「エントリー」：オンライン申請で ID が即時発行される。 

「プライム」：一括申請が可能だが、書類審査の場合、ID 作成までに 

約 1 週間程度かかる。 

報告が必要な工作物は、特定工作物（厚生労働大臣

及び環境大臣が定める工作物）に限ります 
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個別工事の申請の場合に選択 

一括申請の場合に選択 
※プライムアカウントのみ利用 

（エントリーアカウントは利用しない） 

申請した工事の確認、 

変更申請の場合に選択 

新しく工事の申請をする際に表示されます 

「通常申請」または「特別な申請」を選択してください 

なお、特別な申請は、船舶、一人親方、自主施工者の場合に選択します 
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船舶の解体・改修工事の場合は労働安全

衛生法のみにチェック 

一人親方、自主施工者が工事を行う場合

は大気汚染防止法のみにチェック 

発注者：解体等工事の注文者で他の者から請け負った解体等工事の注文者以外の者 

元請事業者：発注者から直接解体等工事を請け負った者 

事業所の場合（支店名で工

事契約をしている場合は支

店名まで入力） 

個人の場合（個人の氏名を

入力） 

事業所の場合（代表者の肩書、氏名を入力） 

個人の場合（入力不要） 

郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます 

入力漏れが多いので忘れずに入力 
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発注者：解体等工事の注文者で他の者から請け負った解体等工

事の注文者以外の者 

元請事業者：発注者から直接解体等工事を請け負った者 

事業所の場合（支店名で工事契約をしている場合は

支店名まで入力） 

個人の場合（個人の氏名を入力） 

事業所の場合（代表者の肩書、氏名を入力） 

個人の場合（入力不要） 

郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます 

入力漏れが多いので忘れずに入力 

事前調査の内容が分かる

担当者の連絡先を入力 

メールアドレスはどちらかには入力 
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郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます 

入力漏れが多いので必ず入力 

工事の概要と担当者氏名を全角で入力(石綿含有が疑われる建材がない場合はその旨を記載) 
(例）・２階建て木造住宅の解体工事 担当：〇〇 

・木造建屋の床張替え工事（目視調査の結果、改修部分に石綿含有が疑われる建材はありませんでした。建材は木材のみ）担当：〇〇 

・木造建屋の改修工事（平成１８年９月１日以降の施工物件のため、石綿含有が疑われる建材はありません。）担当：〇〇 

・ボイラー（配管含む）の解体工事（配管エルボに石綿含有保温材があるが、非含有部分で切断して処理します。）担当：〇〇 

建築着工年月日が分からない場合は、不明にチェック 

いつ着工した建築物等（どのくらい古い建築物）なのかを入力 

※今回の解体等工事の契約日や着工日ではありません 
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工作物の解体・改修の場合のみチェックを入れる 
※建築物の解体・改修の場合はチェック不要 

※対象の工作物が船舶の場合は工事に関する基本情報の申請区分を労働安全衛生法のみにする_ 

建築物の解体工事の場合のみ入力 
※改修工事・工作物の解体工事は入力不要 

改修工事・工作物の解体工事の場合のみ入力 
※建築物の解体工事は入力不要 

解体・改修工事の実施期間（予定年月日）を入力 
※着工日は契約日でなく実際に解体等作業を開始する日（仮囲い等を含む） 

石綿の除去作業がある場合のみ入力（年月日） 

事前調査の終了年月日を入力 
※今回の工事に対して改めて目視調査等を行い、その調査が終了した年月日を

記載してください（過去の調査結果は書面調査の一資料に過ぎません） 

※外観調査だけでなく建屋内部も確認してください 

分析を実施した場合、分析箇所を全て入力（必須）（数字・英字も全角で入力） 
※目視や設計図書等を確認することは分析ではありません 

「建築物または工作物の新

築の工事に着手した年月日」

が 2006 年９月１日以降の場

合、左に記載の選択肢が表

示されますので、該当するも

のをチェックしてください。 

チェック内容によっては「事

前調査を実施した者」（氏名、

講習実施機関の名称、受講

した建築物石綿含有建材調

査者講習等登録規程の区

分）および「事前調査結果」の

入力が必要となります。  
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事前調査を実施した者の氏名を入力（必須） 
※事前調査を実施する者は資格が必要 

石綿の除去作業がある場合のみ入力 
※石綿の除去作業がある場合は必須 

資格を取得する際に受講した講習機関を入力（必須） 

資格区分にチェックを入れる（必須） 
※「その他」に該当する資格は令和５年９月までに 

（一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者です 

分析を行った者の氏名を入力 
※分析を実施した場合は必須 

分析教育研修を受講した講習機関を入力 
※分析を実施した場合は必須 

分析を行った者の所属する機関・法人の

名称を入力 
※分析を実施した場合は必須 

下請負事業者に事前調査を委託して元請事業者が調査を行っていない場合は下請負事業者の事前調査者等を入力してください 

また、元方（元請）事業者の調査や分析調査を実施した者が複数名の場合は、各人の情報を例のとおり併記してください。 
・氏名、講習実施機関、所属する機関等の名称：それぞれの欄に句読点で句切って併記する                

例） 氏名：○○ ○○、▲▲ ▲▲  講習実施機関の名称：○○センター、▲▲協会  所属する機関又は法人の名称：○○株式会社、▲▲株式会社  

・事前調査を行った者が受講した建築物石綿含有建材調査講習等登録規定の区分：該当する区分全てにチェックする     

例） 特定、工作物の両方にチェック 
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自由記載欄はご自由に使用してください（すべて全角で入力） 

 
（例）・分析中だが、結果がまだ分からないため分析結果が分かり次第修正する。 

・建屋内の一部の部屋で調査が未完了、当該部屋の工事着手までに調査を完了させ、修正を行う。 

 

・「その他の材料」に該当する建材があった。（フランジパッキン） 

 

・「その他の材料」に該当する材料が複数あった。（ビニル床シート：「３事前調査結果」の入力のとおり） 

（下地調整材：石綿含有、切断有、湿潤化・呼吸用保護具の着用） 

（ソフト巾木：石綿非含有、分析） 

 

   ・調査した保温材はグラスウールであった。（P. 12 の保温材の記載方法のとおり） 
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請負業者を追加する場合にクリック 
（入力後一覧に保存すれば事業者一覧に保存されます） 

石綿に関する作業を下請業者に実施させる場合は、請負業者を入力してください 
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郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます 

入力漏れが多いので忘れずに入力 

「請負事業者の追加」ボタンを押す

と画面下部に請負事業者情報欄

が表示されます。 
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入力内容に関する情報 

（入力方法） 
 

①「石綿含有の有無」 

石綿含有が疑われる建材

があった場合のみ、チェック

を入れてください。(工事の対

象に該当する建材がない場

合は（P.15）「その他の材料」

に石綿含有「無」、判断根拠

を「目視、設計図書」で入力し

てください。さらに工事現場情

報の工事の概要欄（P.5）に

「調査の結果、石綿含有が疑

われる建材がない」旨を記載

してください。) 

 

②「含有無しと判断した根拠」 

①で「無」にチェックを入れ

た場合のみ、入力してくださ

い。ただし、石綿含有の有無

は目視や設計図書だけでは

判断できないため「１：目

視」、「２：設計図書」にチェッ

クを入れる場合は、その他の

判断根拠（３～５）にもチェッ

クを入れてください。 

 

③「作業の種類」 

①で「有」または「有とみな

す」にチェックした場合のみ、

入力してください。 

 

④切断等の有無 

①で「有」または「有とみな

す」にチェックした場合のみ、

入力してください。切断等を

行わず、原形のまま除去する

場合、封じ込めや囲い込みを

行う場合は「無」、作業中に

破損する恐れがある場合、掻

き落としによる除去を行う場

合は「有」にチェックを入れて

ください。 

 

⑤作業時の措置 

①で「有」または「有とみな

す」にチェックした場合のみ、

入力してください。使用されて

いる材料種類・切断等の有

無によって措置が変わりま

す。 

材料種類に関する情報 

（届出の有無と作業時の措置） 
 

・吹付け材 

石綿含有が「有」または「有とみ

なす」の場合、事前調査結果報告シ

ステムの登録の他に大気汚染防止

法、石綿障害予防規則の届出が必

要になる場合があるので、必ず申

請先にご相談ください。 

 

なお、吹付けタイル・リシン吹付

け等の石綿含有建築用仕上塗材

は吹付施工であっても吹付け材で

はなく、仕上塗材に該当します。（た

だし、石綿含有吹付パーライト・石

綿含有吹付バーミキュライト（ひる

石）は吹付け材です。） 

 

・保温材 

石綿含有が「有」または「有とみ

なす」の場合、事前調査結果報告シ

ステムの登録の他に大気汚染防止

法、石綿障害予防規則の届出が必

要になる場合があるので、必ず申

請先にご相談ください。 

 

配管保温材のエルボ部分を石綿

非含有部分で切断して処理する場

合は工事の概要欄にその旨を入力

してください。（工事概要欄に入力

例あり） 

 

保温材がグラスウールだった場

合は、石綿含有の有無：無、含有無

しと判断した根拠 １、２、４にチェッ

ク自由記載欄（P. 8）に保温材はグ

ラスウールと記載してください。 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

「リスト入力」「表入力」の２種類が

あり、お好みの方法で入力ができま

す。 

入力内容は互いに反映されます。 

本マニュアルでは「リスト入力」に沿

って説明します。 
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・煙突断熱材 

石綿含有が「有」または「有とみ

なす」の場合、事前調査結果報告シ

ステムの登録の他に大気汚染防止

法、石綿障害予防規則の届出が必

要になる場合があるので、必ず申

請先にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

・屋根用折版断熱材 

石綿含有が「有」または「有とみ

なす」の場合、事前調査結果報告シ

ステムの登録の他に大気汚染防止

法、石綿障害予防規則の届出が必

要になる場合があるので、必ず申

請先にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

・耐火被覆材 

石綿含有が「有」または「有とみ

なす」の場合、事前調査結果報告シ

ステムの登録の他に大気汚染防止

法、石綿障害予防規則の届出が必

要になる場合があるので、必ず申

請先にご相談ください。 

 

 

 

 

 

・仕上塗材 

下地調整材は「仕上塗材」ではな

く、「その他の材料」に該当します。 

 

原型のままの除去が不可能であ

るため、湿潤化が必要になります。 

 

電気グラインダーその他の電動

工具を使用する場合は、湿潤化に

加えて除去を行う部分の周辺の隔

離養生（負圧不要）が必要になりま

す。ただし、除じん性能を有する電

動工具を使用する場合は、湿潤化

が不要になる場合があります。 

 

・スレート波板 

波板状ではないスレート（スレー

トボード、屋根用スレート）はそれぞ

れ「スレートボード」、「屋根用化粧

スレート」に該当します。 

 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。切断等の有無が「有」の場

合は湿潤化が必要になります。 
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・スレートボード 

波板状のスレート、屋根用のスレ

ートはそれぞれ「スレート波板」、「屋

根用化粧スレート」に該当します。 

 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。切断等の有無が「有」の場合

は湿潤化が必要になります。 

 

 

 

 

・屋根用化粧スレート 

波板状のスレート、屋根用以外の

スレートはそれぞれ、「スレート波

板」、「スレートボード」に該当します。 

 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。切断等の有無が「有」の場合

は湿潤化が必要になります。 

 

 

 

・けい酸カルシウム板第１種 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。原型のまま取り外しが出来

ない場合、湿潤化に加えて除去を行

う部分の周辺の隔離養生（負圧不

要）が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

・押出成形セメント板 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。切断等の有無が「有」の場合

は湿潤化が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

・パルプセメント板 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。切断等の有無が「有」の場合

は湿潤化が必要になります。 
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・ビニル床タイル 

ビニル床シートは「その他材料」に

該当します。 

 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。 

切断等の有無が「有」の場合は湿

潤化が必要になります。 

 

 

 

・窯業系サイディング 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。 

切断等の有無が「有」の場合は湿

潤化が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

・石膏ボード 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。 

切断等の有無が「有」の場合は湿

潤化が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

・ロックウール吸音天井板 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。 

切断等の有無が「有」の場合は湿

潤化が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

・その他の材料 

（例） 

アスファルトルーフィング 

ソフト巾木 

ビニル床シート 

下地調整材（外壁） 

セメント管 

壁紙 

フランジパッキン 

キャンバス継手 

 

その他の材料にチェックが入る場

合は自由記載欄（P. 8）に材料の名

称を入力してください。その他の材料

が複数存在する場合は、以下の①～

②に従いチェックを入れ、自由記載

欄にすべての材料の名称と石綿含

有の有無と措置を入力してください。

（自由記載欄に入力例あり） 

 

①石綿含有「有」を優先 

②石綿含有「有」の建材が複数ある

場合は、施工量の多いものを優先 

 

原則、原形のまま除去を行ってく

ださい。切断等の有無が「有」の場合

は湿潤化が必要になります。 

工事の対象に該当する建材がない場合は「その他の材料」に石綿含有「無」、判断根拠を「目視、設計図

書」にチェックしてください。さらに、工事現場情報の工事の概要欄（P.5）に「調査の結果、石綿含有が疑われ

る建材がない」旨を具体的に記載してください。 

（記載例：調査した屋根の建材は、トタンであり、石綿が疑われる建材はなかった。） 

ただし、設計図書がない場合は、判断根拠の設計図書にチェックは入れず、工事現場情報の工事の概要

欄（P.5）には、設計図書がない旨も記載してください。 
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「表入力」画面イメージ 
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申請内容の確認画面(入力した内容に間違い等がないかご確認ください) 

スクロール画面の最後の「申請を完了する」を必ずクリックして申請を完了させてください 
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この画面を確認し、登録が正常に完了したことを確認してください 


